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1　計画期間

　平成27（2015）年度から令和6（2024）年度までの10年間とします。
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2　基本理念

　本市の今後のまちづくりについての考え方を基本理念として定めます。

　人口減少や少子高齢化の進展によって市民生活に及ぼされる様々な影響への対応が、重要かつ

喫緊の課題となっています。

　今後、人口規模などが縮小する中では、あらゆる場面においてこれまでどおりの状態や環境を

整えていくことは困難になることが予想されます。

　こうした中、”自分たちが住むまちは、どのような姿が望ましいのか“という市民の思いを尊

重しながら、市民、地域住民組織、事業者、行政など様々な主体が同じ目線に立って、互いに力

を合わせ、それぞれの地域の特徴を活かした活動をすすめるとともに、地域の枠を超えて互いに

補完しあうことにより、日本一広大な市域における更なる一体感の醸成を図ります。（協働）

　また、先人たちが築き上げてきた伝統文化や産業、風土などの地域資源をしっかりと受け継

ぎ、その価値を高めながら、多様な視点や新たな価値観を取り入れ、更なる魅力や個性を創り出

します。（創造）

　さらには、将来にわたり持続可能なまちづくりをすすめるため、夢と希望を持てる豊かな地域

社会の実現を図ります。（自立）

　長期的な視点を持ってまちづくりの方向性を見定め、選択と集中を意識しながら計画期間にな

すべきことを示すとともに、総合的、横断的、積極的な施策の展開を図ります。

　市民が自信と誇りを持って、社会の一員としての役割を果たし、一人ひとりの行動が、国際社

会全体で取り組む持続可能な開発目標ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）への貢献につながるよ

う、市民とともにまちづくりに取り組みます。

市民が主役という考えのもと、多様な主体が「協働」してまちづくり
に取り組むとともに、先人たちが築き上げてきたまちの財産を継承し
ながら、新たなまちの魅力や個性を「創造」し、将来につなげていく
ことで、市民が夢と希望を持ち、心豊かに暮らしていくことのできる
「自立」したまちを目指す
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■ 持続可能な開発目標　ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）

　ＳＤＧｓは、国連サミットで採択された2030年を期限とする
17の持続可能な開発目標です。

　高山市では、ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを推進することとしており、
まちづくり戦略において、関連があるＳＤＧｓの目標を示しています。
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3　都市像　

　本市の将来のあるべき姿を都市像として掲げます。

　本市が誇る魅力、財産である「人」・「自

然」・「文化」が様々な形で組み合わさり、活

かしあうことにより、新たな活力や元気が生ま

れるとともに、やさしさがあり、幸せが感じら

れるまちになることを将来の姿として描きま

す。

　仕事の充実と産業の振興、暮らしの安心と人

材の育成、まちの基盤の構築をまちづくりの方

向性の基本的な考え方として、それぞれが相関

関係を保ちながら好循環をもたらす取り組みに

より、活力が生まれやさしさが育まれるまちづ

くりをすすめていきます。

人・自然・文化がおりなす
活力とやさしさのあるまち 飛騨高山

人

自然 文化

仕事の充実と

産業の振興

活力とやさしさのあるまち　飛騨高山

暮らしの安心と

人材の育成

まちの基盤の

構築
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4　人口の将来展望と計画人口　

　（1）人口の将来展望

　人口減少の進展とともに高齢化率が上昇し、年少人口と生産年齢人口の割合が低下するという

人口動向を考慮し、持続可能なまちづくりをすすめるため、人口減少の緩和に加え、人口構造の

あり方という視点を重視し、目指すべき人口の将来展望を設定します。

① 自然動態の改善
  合計特殊出生率を令和27（2045）年までに段階的に2.13に上昇させることを目指します。

② 社会動態の改善
  生産年齢人口における社会増減（転入数と転出数の差）を段階的に改善し、令和27

　 （2045）年には、将来推計に対して年間300人の増となることを目指します。

③ 将来展望の設定
  目指すべき人口の将来展望（令和27（2045）年）を71,000人とします。

　（2）計画人口

　人口の将来展望を踏まえ、令和7（2025）年の計画人口を82,000人とします。

　計画人口を目指すため、合計特殊出生率、社会増減（転入数と転出数の差）の目標値を以下の

とおり設定します。

現状値

（2019）

目標値

（2025）

合計特殊出生率 （2017）
1.75 1.83

社会増減（転入数-転出数） ▲336人 ▲135人
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（単位：人）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

年 少 人 口 11,973 10,932 10,122 9,687 9,361 9,353 9,550 9,670 9,640 9,485 9,417

生産年齢人口 49,619 46,245 43,846 41,394 39,289 36,444 34,908 34,261 34,254 34,446 34,219

高 齢 者 人 口 27,590 28,342 27,966 27,548 27,015 27,257 26,666 25,461 23,761 22,000 20,635

総 数 89,182 85,519 81,934 78,629 75,665 73,054 71,124 69,392 67,655 65,931 64,271

資料：<将来展望>国立社会保障・人口問題研究所推計を基に高山市が推計

人口の将来展望の年齢３区分別人口・割合

資料：<将来展望>国立社会保障・人口問題研究所推計を基に高山市が推計

　　　<将来推計>国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

将来展望
将来推計

R27(2045)R22(2040)R17(2035)R12(2030)R7(2025)R2(2020)H27(2015)

（人） 89,182

81,934

71,124
＋8,258

62,866

81,090

10%

20%

30%

40%

50%

60%

高齢者人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）年少人口（0～14歳）

2065 年2060 年2055 年2050 年2045 年2040 年2035 年2030 年2025 年2020 年2015 年

13.4%

55.6%

31.0%

12.8%

54.1%

33.1%

12.4%

53.5%

34.1%

12.3%

52.7%

35.0%

12.4%

51.9%

35.7%

12.8%

49.9%

37.3%

13.4%

49.1%

37.5%

13.9%

49.4%

36.7%

14.3%

50.6%

35.1%

14.4%

52.2%

33.4%

14.7%

53.2%

32.1%

人口の将来展望
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3,000 2,000 1,000 0

高
齢
者
人
口

生
産
年
齢
人
口

年
少
人
口

（人）（人）

将来展望 将来推計 将来推計 将来展望

0 1,000 2,000 3,000
0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳～

令和27（2045）年の人口の将来推計と将来展望の人口ピラミッド

地域別の人口の将来展望

資料：国立社会保障・人口問題研究所推計を基に高山市が推計

資料：<実績値>総務省「国勢調査」、<推計値>高山市（地域間の移動は考慮していない）

　　　地域別の人口は、町丁・字などで集計（まちづくり協議会の範囲とは一部異なるところがある）

地域・地区

将来推計 将来展望 将来推計 将来展望

H27 

(2015)

R2 

(2020)

R7 

(2025)

R17 

(2035)

R27 

(2045)

R2 

(2020)

R7 

(2025)

R17 

(2035)

R27(2045) 2015年→2045年

対将来 

推計
増減率

東 1,838 1,711 1,570 1,295 1,043 1,714 1,585 1,362 1,201 158 ▲ 43.3% ▲ 34.7%

西 4,497 4,191 3,864 3,217 2,635 4,199 3,902 3,381 3,024 389 ▲ 41.4% ▲ 32.8%

南 7,684 7,386 7,025 6,226 5,400 7,402 7,098 6,532 6,104 704 ▲ 29.7% ▲ 20.6%

北 11,144 10,866 10,472 9,534 8,514 10,891 10,585 9,997 9,574 1,060 ▲ 23.6% ▲ 14.1%

山 王 9,326 9,009 8,614 7,763 6,885 9,030 8,707 8,149 7,771 886 ▲ 26.2% ▲ 16.7%

江 名 子 4,087 3,959 3,821 3,519 3,188 3,969 3,863 3,694 3,590 402 ▲ 22.0% ▲ 12.2%

新 宮 7,244 6,978 6,789 6,283 5,662 6,995 6,862 6,583 6,351 689 ▲ 21.8% ▲ 12.3%

三 枝 2,864 2,752 2,631 2,379 2,116 2,759 2,660 2,497 2,388 272 ▲ 26.1% ▲ 16.6%

大 八 7,183 6,938 6,671 6,062 5,348 6,955 6,744 6,363 6,042 694 ▲ 25.5% ▲ 15.9%

岩 滝 347 330 314 273 227 331 317 286 260 33 ▲ 34.6% ▲ 25.1%

花 里 6,104 5,849 5,554 4,913 4,281 5,862 5,611 5,154 4,840 559 ▲ 29.9% ▲ 20.7%

高山地域計 62,318	 59,969	 57,325	 51,464	 45,299	 60,107	 57,934	 53,998	 51,145	 5,846	 ▲	27.3% ▲	17.9%

丹 生 川 4,251 4,036 3,811 3,375 2,913 4,044 3,849 3,539 3,298 385 ▲ 31.5% ▲ 22.4%

清 見 2,363 2,243 2,103 1,835 1,569 2,247 2,124 1,924 1,780 211 ▲ 33.6% ▲ 24.7%

荘 川 1,240 1,171 1,080 905 740 1,173 1,089 950 846 106 ▲ 40.3% ▲ 31.8%

一 之 宮 2,484 2,368 2,241 1,974 1,702 2,373 2,264 2,070 1,928 226 ▲ 31.5% ▲ 22.4%

久 々 野 3,539 3,329 3,118 2,713 2,344 3,336 3,150 2,854 2,673 329 ▲ 33.8% ▲ 24.5%

朝 日 1,652 1,524 1,407 1,196 1,002 1,526 1,420 1,256 1,145 143 ▲ 39.3% ▲ 30.7%

高 根 338 300 262 185 122 300 264 194 146 24 ▲ 63.9% ▲ 56.8%

国 府 7,743 7,334 6,904 6,049 5,175 7,349 6,974 6,349 5,879 704 ▲ 33.2% ▲ 24.1%

上 宝 3,254 3,058 2,839 2,411 2,000 3,064 2,866 2,531 2,284 284 ▲ 38.5% ▲ 29.8%

全 域 89,182	 85,332	 81,090	 72,107	 62,866	 85,519	 81,934	 75,665	 71,124	 8,258	 ▲	29.5% ▲	20.2%

（単位：人）
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